
根拠法令
（具体的な
条項も記載）

－
関係する計
画、通知等

－

会計区分 一般会計

担当課室 総務部会計課

上位政策

国立保健医療科学院

予算額(補正後）

総事業費(執行ベース)

8

補
　
記

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

見直しの
余地

　本事業の目的は達成されたため、平成21年度をもって廃止している。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

・空調設備については施設の南北で切り分けて運転を行い実施前との変化を検証中であり、その結果により空調設定
を分けて行えれば光熱費の削減に繋がる。

本施設の空調設備・太陽光発電設備の整備工事に支出されている。

23年度要求

578

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(厚生労働省)

予算事業名 作成責任者
事業開始
年度

平成14年度

担当部局庁

－

課長　　矢作　弘

22年度

63.7%

20年度 21年度

事業番号

・平成２０・２１年度に本館高層棟空調設備改修工事実施。
・平成２０・２１年度に本館低層棟屋上及び寄宿舎棟屋上に太陽光発電設備増設工事実施。

19年度

執行額

5.6%

国立保健医療科学院施設整備経費

実施状況

143 135
予算の状況
（単位:百万円）

執行率

8 86

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度

以内）

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

・本館高層棟空調設備を南北切り離して運転する事により空調機器の負荷を避け効率のよい運転を行う。
・本館低層棟屋上及び寄宿舎棟屋上ＣＯ２削減計画に伴う太陽光発電設備の増設。

・空調設備について効率のよい運転を行うための改修作業及び太陽光発電設備を増設することによりＣＯ２排出を削
減することを目的とする。

86



資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する)
(単位:百万円)

厚生労働省

９４百万円

機械設備改修工事及び電気設備改修工事【平成20年度～21年度】

Ａ．(株)泉屋工務店

５３百万円

機械設備改修工事

Ｂ．相馬電業(株)

３３百万円

電気設備改修工事

【一般競争】

内事務費

８百万円

【一般競争】



0計 0 計

使　途 金　額
(百万円）

0

D. H.

計

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目

0 計

G.

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

33 計

費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出さ
れている者に
ついて記載す
る。使途と費目
の双方で実情
が分かるように

記載）

計

C.

0

工事 電気設備改修工事 33

B.相馬電業(株) F.

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

計 053 計

金　額
(百万円）

費　目

53工事 機械設備改修工事

費　目 使　途 使　途 金　額
(百万円）

A.．(株)泉屋工務店 E.


